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１ プラン策定に当たって 
 

 

◆ 計画の趣旨 

犯罪のない安全で安心して暮らせるまちづくりの実現を目指し、基本理念、取り組み方針、

具体的な事業などを定め、市民、警察、行政が連携、協力しながら、総合的かつ計画的な取

組みを推進するため、本プランを策定するものです。 

 

     
 

 

◆ 計画の範囲 

  犯罪の予防を目的とし、また、市民自らが取り組める市民生活に身近な犯罪（空き巣、忍び

込み、自転車盗、ひったくり、車上狙いなど）の窃盗犯への対策とともに、子どもの安全確保

対策を中心とした計画です。 
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◆ 計画の位置づけ 

 第 3 次鎌倉市総合計画第４期基本計画の「安全で快適な生活が送れるまち」施策を推進す

る個別計画として位置づけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 計画期間 
  「鎌倉市安全・安心まちづくり推進プラン（以下「本プラン」という。）」は、第３次鎌倉市

総合計画第２期基本計画の計画期間に合わせ、平成 27年度までの計画としていました。 

この間、平成 23 年４月１日に施行した「鎌倉市犯罪のない安全安心まちづくり推進条例」

に本プランを規定しました。 

その後、第３期基本計画が前倒しされ、前期実施計画が平成 26年度から平成 28年度までと

されたため、本プランの計画期間を 1年延長し、平成 28年度までとしてきたものです。 

平成 29年度には、第３期基本計画後期実施計画期間である平成 29年度から令和元年度まで

のプランを見直しましたが、今回は令和２年度４月から施行される第４期基本計画を踏まえて、

新たに計画の見直しを行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪計画の位置づけ≫ 

 

 

第４期基本計画【安全で快適な生活が送れるまち】 

第 3次鎌倉市総合計画 

鎌倉市安全・安心まちづくり推進プラン 

≪計画期間≫ 

            Ｈ18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ｒ元 ２ ３ ４ ５ ６ ７ 

第 2期基本計画（10年間） 

前期実施計画 

中期実施計画 

後期実施計

画 

従前の計画期間 

第 ３ 次 

鎌 倉 市 

総合計画 

推進計画 
（推進プラン） 

新計画期間 

Ｈ29～Ｒ４年度 

第 3期基本計画（6年間） 

前期実施

計画 

後期実施計

画 

第 4期基本計画（6年間） 

実施計画（中間年次で

見直し） 
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◆  第４期基本計画の考え方 （計画の推進に向けた考え方（市民自治）部分の抜粋） 

 

市民自治 

１  市民自治の確立に向けた意識の形成と支え合える仕組みづくり（共生社会の実現に向 

けた取組の推進）  

     市民にとって身近なことはできる限り地域で行うとする「市民のための地方自治」を推

進するため、市民意識の形成と支え合いを実現するための仕組みづくりに取り組み、すべ

ての人が自らの望む形で参画できる共生社会を目指します。行政計画等の策定に際しては、

共生の視点を反映させるとともに、その評価を行うことで、共生社会の実現に取り組みま

す。  

 

２ 地域コミュニティの活性化  

地域コミュニティの活性化に向けて、地域コミュニティの将来の姿を市民とともに検討

し、地域の自主的な活動を支援します。また、市民団体の活動や、団体間、市民相互の交

流機会の場づくりを行うとともに、多世代間交流等を積極的に進め、多世代がふれあえて、

誰もが活動に参加しやすい環境の整備に努めます。更に活動を担う人材の育成や情報提供

などにより、コミュニティ活動を支援します。  

 

３ 共創によるまちづくりへ  

       施策の展開や事業実施に当たっては、市民・NPO・企業等など、多様なステークホルダ

ーとの対話を重ねることにより、新しい価値を共に創り出すことで、適切な市民サービス

の提供や、個性豊かで活力ある地域社会の構築を目指します。  

 

４ 市民参画のための広報・広聴  

見やすくわかりやすい広報紙やホームページづくりを行うなど、さまざまな媒体を活用

し、行政情報を積極的に提供するとともに、誰にでも必要な情報が伝わるよう、広報活動

の充実に努めます。広聴についても、ソーシャル・ネットワーキング・サービスを含めた

多様なコミュニケーションツールを用い、さまざまな場を通して、幅広い世代の意見をき

め細かく聴き取るとともに、意見・要望等の公表による市民の意向の可視化を積極的に進

めます。また、市民との合意形成を重んじ、さまざまな手法の特性を生かした効果的な広

報・広聴活動に努め、政策形成の過程や評価などを可視化することで、積極的な市民参画

を図ります。  
 

 

 

※ 鎌倉市犯罪のない安全安心まちづくり推進条例（平成 23 年４月１日施行） 

  市の責務や市民等の役割を定め、自主防犯活動団体の活動促進等を目的とした条例を制定し、

犯罪のない安全で安心して暮らすことができるまちづくりを推進します。 
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２ 犯罪発生の背景 
 

 

 

 

◆ 犯罪発生の背景等として、次のことが専門家等から指摘されています。 

 

 

 

 

   ★ 個人を重視した住環境 

   ★ お互いに関知しない都市化の風潮 

  ★ 地域の子どもを大人たちが注意、叱り、見守るという機能が失われてき 

ている 

 

  地域社会の一体感・連帯意識が希薄となり、従来有していた地域社会における犯罪抑止機 

  能が低下してきている。 

 

 

 

 

 ★ 自己中心的な風潮 

 ★ 社会生活におけるルール無視 

 

  ライフスタイルやものの考え方の変化に伴い自己中心的な風潮や社会における基本的なル 

ールを守らないなど規範意識が低下してきている。 

 

 

 

 

 

★ 快適空間を提供する植栽なども、時として死角となり犯行を容易にさせる 

★ 住宅や各施設で、防犯の視点を取り入れた設計、設備等が不十分 

★ 情報化社会の進展による利便性向上 

★ 社会経済情勢の悪化 

 

  社会生活における快適さや利便性が向上してきた反面、犯罪を誘発しやすい生活環境が増加 

してきている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 地域コミュニティー機能の低下 

２ 社会への無関心と規範意識の低下 

３ 犯罪を誘発しやすい生活環境 

【要因】 

【要因】 

【要因】 
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基本理念 

３ 基本理念、基本方針 
 

 

 

◆ 基本理念 

「犯罪のない安全で安心して暮らせるまちづくりの実現を目指す」こととし、このために、

犯罪の予防を行うため「地域ぐるみで犯罪の機会を与えないまち」を基本理念とします。 

  

◆ 基本方針 

犯罪発生の背景や基本理念を踏まえ、「犯罪のない安全で安心して暮らせるまちづくりの実

現を目指す」ため、次の３項目を基本方針として定めます。 

 

      基本方針            概  要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本方針１】 

地域で守る 

 

 

【基本方針２】 

人の心を育てる 

 

【基本方針３】 

まちづくり 

（物づくり） 

○ 「自らの安全は自らが守る」「地域の

安全は地域で守る」の意識を持って、

地域の防犯力を高めるため、地域の

防犯活動を拡充します。 

  また、子どもから高齢者までの安全

確保を図るための見守り、定期訪問

など、地域全体が連携した取組みを

促進します。 

○ 犯罪が起きにくい防犯性の高い住

宅づくりなどに関する情報提供、

普及や設計の段階から防犯に配慮

した公共施設、公共空間など犯罪

に強いまちづくりの創出を図りま

す。 

○ 市民一人ひとりの防犯意識の向上と

規範意識の醸成などを目的とした普

及・啓発活動や情報提供などを充実

します。 

また、家庭、地域、学校、関係機関

等と連携・協力して、子どもの健全

育成を図ります。 

～
地
域
ぐ
る
み
で
犯
罪
の
機
会
を
与
え
な
い
ま
ち
～ 

犯
罪
の
な
い
安
全
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
の
実
現
を
目
指
し
て 
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４ 安全・安心まちづくりの推進体制 
 

 

 

◆ 推進体制（基本的な役割） 

 

  防犯の基本は、「自分の安全は自分で守る」「地域の安全は地域で守る」です。まず、市民一

人ひとりが自ら防犯意識を持ち、防犯に取り組み、また、地域で連携・協力しながら、地域防

犯力や連帯感、結束力を高め、犯罪の機会を与えない、犯罪者を寄せ付けない地域ぐるみの活

動を推進していく必要があります。 

  このため、それぞれの取組みとともに、市、警察が連携し、個人や地域の活動を積極的に支

援、協力しながら、市民、警察、行政等が一体となった取組みを推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連 携 

■犯罪捜査・検挙等 
■公共施設等の防犯性

向上等 

 

市民、地域住民組織、防犯団体、観光客、企業、商店、学校、

幼稚園、保育園、その他施設等 

■ 活動支援・協力 

■ 情報提供 

■ 広報、啓発など 

■ 一人ひとりの防犯への取組み 

■ 地域ぐるみの活動の推進 

（地域活動への貢献） 

■ 施設の防犯性向上       など 

警 察 市 
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５ 取組みの基本的方向  

 

 

◆ 取組みの基本的方向 

  基本方針に基づき、「市民・警察・行政等の連携、協力」による取組みの基本的方向につい

て５項目を定め、この基本的方向に基づく、具体的な施策を推進していくこととします。 

 

   基 本 方 針           取組みの基本的方向 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本的方向１】 

自主的な防犯活動の推進 

【基本的方向２】 

子どもから高齢者までの安全確保等 

【基本的方向３】 

防犯意識の向上、規範意識の醸成 

【基本的方向４】 

犯罪未然防止策の構築 

【基本的方向５】 

犯罪被害者への対応 

 

 

【基本方針１】 

地域で守る 

 

 

【基本方針２】 

人の心を育てる 

 

【基本方針３】 

まちづくり 
（物づくり） 
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６ 令和２年度以降の事業計画案 
 

 市民、警察、行政などがそれぞれの役割のもと、連携し協力しながら基本的方向に基づく施策

を推進していきます。 

 

【基本的方向１】 自主的な防犯活動の推進 

  

  ◆ 地域住民等の自主的な防犯活動を推進するため、情報の提供、活動への支援、協力を 

行います。 

  ◆ 持続可能な地域ぐるみの防犯活動に取り組めるよう、活動団体どうしの情報交換、連 

携強化を図っていきます。 

 

（凡例：事業内容等に変更があった箇所は太字で示しています。） 

事業名 事業内容 実施主体 
令和元年度（参考） ２年度 ３年度 ４年度 

（参考） 事業目標 

自主防

犯活動

の事例

紹介 

地域の自主防

犯活動団体どう

しの連携・強化

を図り、全市域

での防犯体制

の推進を図る。 

行政、 

市民団体 

フォーラムの開催、

先進事例の紹介 

フォーラムの開催、

先進事例の紹介 

フォーラムの開催、

先進事例の紹介 

フォーラムの開催、

先進事例の紹介 

自主防

犯活動

立ち上

げ支援 

自主防犯活動

団体の促進を

図る。 

行政、 

警察、県 

自主防犯活動団体

の促進 

自主防犯活動団体

の促進 

自主防犯活動団体

の促進 

自主防犯活動団体

の促進 

防犯教

室等の

開催 

市民一人ひとり

の防犯意識の

向上と防犯へ

の取組みを目

指す。特に、緊

急課題である子

どもの安全確保

に係るものにつ

いて、積極的な

対応を図る。 

全 市 防犯教室等の開催 防犯教室等の開催 防犯教室等の開催 防犯教室等の開催 

防犯ア

ド バ イ

ザーに

よる相

談事業

等の実

施 

市民等からの

様々な防犯に

関する相談業

務や防犯活動

等への支援体

制を継続すると

ともに、その充

実を図る。 

行 政 
アドバイザー 

3名配置 

アドバイザー 

3名配置 

アドバイザー 

3名配置 

アドバイザー 

3名配置 

自主防

犯活動

の物品

等の貸

し出し 

自主的な防犯

活動への支援

を行うため、物

品等の貸し出し

を行う。 

行 政、 

防犯協会 

防犯グッズの 

貸し出し 

防犯グッズの 

貸し出し 

防犯グッズの 

貸し出し 

防犯グッズの 

貸し出し 

活動時

におけ

る事故

等への

対応 

防犯活動時に

おける事故等

への対応を検

討する。 

行政、 

防犯協会 
県・市の制度紹介 県・市の制度紹介 県・市の制度紹介 県・市の制度紹介 
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事業名 事業内容 実施主体 
令和元年度（参考） ２年度 ３年度 ４年度 

（参考） 事業目標 

自主防

災組織

などの

既存組

織との

連携に

よる防

犯活動

の実施 

自治会・町内会

の約８割での活

動を目指す。 

自主防犯

活動団体 
活動団体の促進 活動団体の促進 活動団体の促進 活動団体の促進 

自主防

犯活動

団体の

ネ ッ ト

ワーク

の構築

（ 交 流

会 、 イ

ベ ン ト

開 催

等） 

活動団体の事

例紹介 と と も

に、ネットワーク

づくりを行い、

地域ぐるみから

市全体（社会全

体）で取り組む

防犯体制を確

立する。 

行 政 ネットワークの充実 ネットワークの充実 ネットワークの充実 ネットワークの充実 

地域安

全 ・ 安

心ステ

ー シ ョ

ンの設

置 

各地域に、活動

拠点等としての

地域安全安心

ステーションの

設置を検討す

る。 

行 政 、 自

主防犯活

動団体 

検討 検討 検討 検討 

 

 

 

【基本的方向２】 子どもから高齢者までの安全確保など 

  

 ◆ 家庭、地域、学校、関係機関等と連携、協力して、地域で子どもを育てる環境づくりを推 

進していきます。 

◆ 犯罪に巻き込まれやすい子どもや高齢者等の安全確保を図るため、地域社会全体で取り組 

む活動を支援・充実していきます。 

 

 

事業名 事業内容 実施主体 
令和元年度（参考） ２年度 ３年度 ４年度 

（参考） 事業目標 

女性等

への防

犯対策 

女性等への防

犯対策につい

て情報の収集・

提供を行う。 

 

行 政  

女性等の防犯対策

について検討 

女性等の防犯対策

について検討 

女性等の防犯対策

について検討 

女性等の防犯対策

について検討 

緊急連

絡体制

づくり 

より確実な連絡

体制の実現を

図る。 

行政・警察 連絡体制の充実 連絡体制の充実 連絡体制の充実 連絡体制の充実 
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事業名 事業内容 実施主体 
令和元年度（参考） ２年度 ３年度 ４年度 

（参考） 事業目標 

Ｉ Ｔを活

用 した

緊急情

報の提

供 

犯罪、災害発生

又はその恐れ

がある場合など

の緊急情報に

ついて、携帯電

話などのＩＴを活

用した緊急情報

提供システムの

導入を図り、市

内全体の緊急

連絡体制を整

備し、市民の安

全確保を図る。 

行 政 運用 運用 運用 運用 

世代間

交流事

業 

子どもが異なる

世代と交流し、

様々な経験を

学ぶことができ

る事業の実施。  

 

 

地 域  

実施 実施 実施 実施 

地域ぐ

るみ学

校安全 

モデル

事 業

（ 防 犯

マ ッ プ

の作成

等） 

ＰＴＡ、自治体、

警察等との連

携により、危険

箇所等を記載し

た安全マップを

作成し、危険回

避能力等を養う

とともに、防犯

意識の向上を

図る。 

学 校 等 、

子ども、保

護 者 、 地

域 

公立小学校全校

において実施 

公立小学校全校

において実施 

公立小学校全校

において実施 

公立小学校全校

において実施 

地域住

民 、保

護者等

と 連

携 ・ 協

力した

通学路

等の安

全確保 

継続的な見守り

活動を推進して

いく。 

 

保 護 者 、

学 校 等 、

地域  

推進 推進 推進 推進 

子ども

110 番

（ 緊 急

避難場

所等の

確 保 ）

の推進 

児童生徒の緊

急避難先として

の｢子ども 110

番の家｣等の地

図を配付した

り、周知方法を

工夫 した りす

る。 

  

保護者、 

警察、地

域、 

学校等、

行政  

推進 推進 推進 推進 
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事業名 事業内容 実施主体 
令和元年度（参考） ２年度 ３年度 ４年度 

（参考） 事業目標 

児 童 ・

生徒へ

の防犯

ブザー

配布 

引き続き入学児

童へ防犯ブザ

ーを配布し、常

時携行させるこ

とによって、児

童生徒の登下

校時の安全確

保を図る。 

行 政  防犯ブザー配布 防犯ブザー配布 防犯ブザー配布 防犯ブザー配布 

学校等

の安全

確保 、

取り組

みの徹

底 

小学校に学校

警備員を配置

し、校内への不

審者の侵入を

未然に防いで

学校の安全を

確保する。 

      

行 政 

（学校）  

学校警備員配置 
学校警備員配置 

（継続） 

学校警備員配置 

（継続） 

学校警備員配置 

（継続） 

地域の

パ ト ロ

ール実

施 

子ども関連施設

を含む地域の

防犯パトロール

の実施。 

行 政 推進 推進 推進 推進 

声かけ

ふれあ

い収集

事業 

高齢者や障害

者等の負担を

軽減するととも

に、ごみの収集

に当たり、職員

が声かけて安

否を確認するこ

とにより、ごみ

の適正収集と

福祉の推進を

図る。 

      

行 政  
実施 実施 実施 実施 

青少年

健全育

成事業 

青少年の健全

育成を図るた

め、プランを策

定し、それに基

づく事業を推進

していく。 

       

行 政 

 

実施 

「鎌倉市子ども・

若者育成プラン」

改定版策定 

実施 

実施 実施 
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【基本的方向３】 防犯意識の向上、規範意識の醸成  

 

◆ 市民が犯罪被害に遭わないために、一人ひとりが防犯意識を持ち、防犯対策に心がけるよ 

う普及・啓発を推進します。 

◆ 家庭、地域、学校等がそれぞれの役割分担により、また、世代間が交流すること等を通じ 

て、規範意識の醸成を図っていきます。 

 

 

事業名 事業内容 実施主体 
令和元年度（参考） ２年度 ３年度 ４年度 

（参考） 事業目標 

ネ ッ ト

犯罪に

関わる

子ども

の安全

対策 

児童生徒を対

象としたハイテ

ク犯罪の実情と

その安全対策

について充実す

る。 

行政、学

校等、保

護者  

実施 実施 実施 実施 

振り込

め詐欺

に関わ

る高齢

者への

注意喚

起 

高齢者を狙った

振り込め詐欺

等に対する周

知・注意喚起を

あらゆる機会を

捉えて実施す

る。 

警 察 、 防

犯 協 会 、

行 政 、 金

融機関 

（新規） 実施 実施 実施 

薬物防

止 教

室 、 キ

ャ ン ペ

ーン 

すべての中学

校において、年

に１回は薬物乱

用防止教室を

開催するよう努

めるとともに、

実情に応じて小

学校においても

薬物乱用防止

教室の開催に

努める。 

行政、 

学校等、 

保護者  

中学校において

全校実施、小学

校において実情

に応じて実施 

中学校において

全校実施、小学

校において実情

に応じて実施 

中学校において

全校実施、小学

校において実情

に応じて実施 

中学校において

全校実施、小学

校において実情

に応じて実施 

児童安

全指導

( 子 ど

も 、 保

護者) 

児童が不審者

等からの暴力

に対して、身を

守ることができ

るようにすると

ともに、安心し

て安全な学校

生活を送ること

ができるように

する。 

 

行政、 

学校等  

実施 実施 実施 実施 
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事業名 事業内容 実施主体 
令和元年度（参考） ２年度 ３年度 ４年度 

（参考） 事業目標 

道徳教

育 、特

別活動

な ど を

通じた

教育活

動 

児童生徒が秩

序を守りながら

集団の中で切

磋琢磨できるよ

うな規範意識の

育成等を図るた

めの教育活動

を行う。 

行政、 

学校等 
実施 実施 実施 実施 

家庭教

育力の

向上 

家庭・学校・地

域における青少

年の非行にか

かわる問題意

識の共有化を

図る。家庭教育

の重要性や子

どもに対するし

つけの大切さを

再認識してもら

う。学校の非行

防止・犯罪被害

防止に係る取り

組みや児童生

徒の現状、地域

における子ども

の健全育成に

係る取り組みへ

の理解を深め

る。 

 

行政、 

保護者  

推進 推進 推進 推進 

安全教

育活動

（ 不 審

者 侵

入 、誘

拐 ・ 連

れ去り

等 訓

練 、教

室） 

学校等における

防犯教室、防犯

訓練の実施の

定着を図る。 

学校等、 

行政、 

保護者、 

地域 

不審者対策訓練

の実施 

不審者対策訓練

の実施 

不審者対策訓練

の実施 

不審者対策訓練

の実施 

安全安

心まち

づ く り

推進協

議会設

置 

全市的な関係

組織からなる協

議会により、連

携、協調体制を

図る。 

行 政 運営 運営 運営 運営 

警 察 ・

県との

合同防

犯 訓

練 、教

室、ﾊﾟﾄ

ﾛｰﾙ等

の実施 

地域住民一人

ひとりが防犯意

識を持ち、防犯

に取り組むよう

活動支援を図

る。 

全 市 運営 連携・強化 連携・強化 連携・強化 
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事業名 事業内容 実施主体 
令和元年度（参考） ２年度 ３年度 ４年度 

（参考） 事業目標 

警察等

との定

例連絡

会の開

催 

情報交換、協議

等を行い、適切

な普及啓発事

業を推進する。 

警察・行政 開催（継続） 開催（継続） 開催（継続） 開催（継続） 

ＨＰ、広

報紙 、

パン フ

レ ッ ト

等によ

る情報

提供 

あらゆる機会を

捉 え 、 ま た 、

様々な方法によ

り情報の提供を

行う。 

行 政 情報提供の充実 情報提供の充実 情報提供の充実 情報提供の充実 

大規模

店舗と

の連携

によ る

広 報 ・

啓発活

動 

集客施設である

店舗での広報・

啓発活動を行

う。 

行 政 推進 推進 推進 推進 

防災無

線を活

用した

啓発活

動 

子どもの見守り

活動を継続させ

ていく必要があ

るため、継続し

た放送活動を

実施する。 

 

行 政  
実施 実施 実施 実施 

公用車

に啓発

ス テ ッ

カーの

貼付 

全公用車に貼

付し、普及・啓

発を推進する。  

行 政 ステッカー貼付 ステッカー貼付 ステッカー貼付 ステッカー貼付 

青色パ

ト ロ ー

ル車に

よるパ

ト ロ ー

ルの実

施 

青色パトロール

車を走行させる

ことにより、犯

罪の抑止及び

市民への防犯

意識の高揚を

図る。 

行政、自

主防犯活

動団体 

パトロールの実施 パトロールの実施 パトロールの実施 パトロールの実施 

高齢者

や障害

者等が

犯罪被

害に遭

わない

よ う 地

域福祉

活動と

連携し

た取 り

組み支

援 

高齢者が、在宅

で安心して暮ら

せるよう支援す

る。 

 

行 政  
支援 支援 支援 支援 
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事業名 事業内容 実施主体 
令和元年度（参考） ２年度 ３年度 ４年度 

（参考） 事業目標 

青少年

健全育

成推進

街頭キ

ャ ン ペ

ーンの

実施 

行政・学校・関

係団体等との

連携により、地

域社会から少

年非行をなくす

ための啓発活

動を実施する。 

行政、 

各種団体

等  

キャンペーンの

実施 

キャンペーンの

実施 

キャンペーンの

実施 

キャンペーンの

実施 

不審者

侵入等

対応マ

ニ ュ ア

ルの作

成及び

訓練 

マニュアルを作

成し、職員をは

じめ関係者へ

の周知徹底を

図る。また、訓

練に当たって

は、関係機関、

地域住民等と

の連携も図りな

がら実施する。 

      

行政、 

各施設  

作成・充実 作成・充実 作成・充実 作成・充実 

消費者

啓発事

業 

消費者被害の

未然防止のた

めに、関係団

体、関係各課と

連携して啓発に

取組む。 

      

行 政  
実施 実施 実施 実施 

社会を

明 る く

する運

動 

運動に対する

市民への関心

を高めるため、

保護司を中心と

した運動の推進

及び支援 

      

保護司、 

行政  

実施、支援 実施、支援 実施、支援 実施、支援 

路上喫

煙の防

止 

市民が一体とな

って地域のまち

美化活動に取り

組み、美しいま

ちをつくる。 

       

行 政  

まち美化活動の

推奨 

まち美化活動の

推奨 

まち美化活動の

推奨 

まち美化活動の

推奨 

深夜花

火の防

止普及 

地域の静穏を

保持し、市民の

快適な生活環

境を保全するた

め、公共の場に

おける深夜花

火を禁止する。 

       

行 政  

条例の周知・深

夜パトロールの

実施 

条例の周知・深

夜パトロールの

実施 

条例の周知・深

夜パトロールの

実施 

条例の周知・深

夜パトロールの

実施 

暴力団

排除の

推進 

社会全体で暴

力団排除を推

進していく。 

行 政 、 市

民 、 事 業

者 

推進 推進 推進 推進 



 

- 17 - 

 

 

 

【基本的方向４】 犯罪未然防止策の構築 

 

◆ 国・県等の防犯に関する指針等を踏まえつつ、防犯対策の視点を取り入れた施設整備等 

を進めていきます。 

◆ 犯罪が起きる機会を与えないよう、施設等における日常の安全点検や適切な維持管理等 

を行っていきます。 

 

事業名 事業内容 実施主体 
令和元年度（参考） ２年度 ３年度 ４年度 

（参考） 事業目標 

公共施

設の適

正な維

持管理

を含め

た安全

点検 、

防犯対

策 

小中学校の日

常点検・定期点

検を実施し、施

設の適正な維

持管理を図る。 

       

行 政 

（学校）  

日常点検・定期

点検の実施 

日常点検・定期

点検の実施 

日常点検・定期

点検の実施 

日常点検・定期

点検の実施 

「園児の安全を

守る」ことを目

標に、施設の安

全管理の徹底

を図る。 

      

保育園、 

幼稚園 

 

安全管理の徹底 安全管理の徹底 安全管理の徹底 安全管理の徹底 

園外散歩時の

安全を確保す

る。 

      

保育園  
運用 運用 運用 運用 

不審者が侵入

する等の緊急

時に、全ての指

導員が適切な

対応をとり、児

童の安全確保

を図れるように

する。 

 

行 政（子

ども会館、

子どもの

家）  

安全管理の徹底 安全管理の徹底 安全管理の徹底 安全管理の徹底 

利用者の安全

確保を図る。 

 

行  政 (子

育て支援

センター)  

安全管理の徹底 安全管理の徹底 安全管理の徹底 安全管理の徹底 
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事業名 事業内容 実施主体 
令和元年度（参考） ２年度 ３年度 ４年度 

（参考） 事業目標 

市営駐

輪場の

防犯対

策の推

進 

市営駐輪場へ

の防犯灯及び

防犯カメラ等の

防犯対策を講

ずる。 

行 政 維持管理 維持管理 維持管理 維持管理 

歩車道

の 分

離、コミ

ュ ニ テ

ィ ー 道

路等防

犯に配

慮した

道路設

計等 

「 歩車道の分

離、コミュニティ

ー道路等防犯

に配慮した道路

設計等」の実現

に向けて取組

む。 

      

行 政  
整備・検討 整備・検討 整備・検討 整備・検討 

商店街

共同施

設設置

費補助

金 、商

店街街

路灯等

維持管

理費補

助事業 

犯罪発生を未

然に防ぎ 、安

全・安心な商店

街づくりを実現

する。 

行 政 支援・検討 支援・検討 支援・検討 支援・検討 

地域防

犯 カ メ

ラ設置

費補助

事業 

地域における

犯罪の抑止を

目的に公共空

間を撮影する防

犯カメラの設置

について支援

する。 

行 政 （新規） 
防犯カメラ設置へ

の支援 

防犯カメラ設置へ

の支援 

防犯カメラ設置へ

の支援 

防犯灯

維持管

理の実

施 

犯罪抑止や交

通事故防止の

ため、市で管理

する防犯灯の

維持管理を実

施する。 

行 政 （新規） 
市有防犯灯の維持

管理 

市有防犯灯の維持

管理 

市有防犯灯の維持

管理 

防犯灯

設置 、

維持管

理支援 

犯罪抑止や交

通事故防止の

ため、地域で取

り組む防犯灯に

ついて支援す

る。 

行 政 
防犯灯管理等への

支援 

防犯灯管理等への

支援 

防犯灯管理等への

支援 

防犯灯管理等への

支援 
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事業名 事業内容 実施主体 
令和元年度（参考） ２年度 ３年度 ４年度 

（参考） 事業目標 

街路灯

の設置

促進 

夜間等の通行

車両及び歩行

者の安全対策

を図る。 

行 政 
街路照明灯の新設

及び管理 

街路照明灯の新設

及び管理 

街路照明灯の新設

及び管理 

街路照明灯の新設

及び管理 

公衆 ト

イ レの

防犯性

向上 

防犯の視点を

取り入れた公衆

トイレの整備に

努める。 

行 政 
公衆トイレ改築工

事 

公衆トイレ改築工

事 

公衆トイレ改築工

事 

公衆トイレ改築工

事 

公共施

設の適

正な維

持管理

を含め

た安全

点検 、

防犯対

策 

利用者が安心

して利用できる

安全な施設の

維持管理。 

 

行 政 

（スポーツ

施設）  

対策の充実 対策の充実 対策の充実 対策の充実 

来館児童の安

全対策の徹底

等施設の安全

体制の確認と

検証…館内施

設の安全対策

に漏れがない

か適宜点検・検

証する。 

      

行 政 

（図書館）  

対策の充実 対策の充実 対策の充実 対策の充実 

学習施設全体

の適正な維持

管理を含めた

安全点検、防犯

対策を含めた

体制を維持す

る。 

      

行 政 

(生涯学習

センター）  

対策の充実 対策の充実 対策の充実 対策の充実 

 

市営住宅の安

全な維持管理。  

      

行 政 

( 市 営 住

宅)  

指定管理者による

維持管理 

指定管理者による

維持管理 

指定管理者による

維持管理 

指定管理者による

維持管理 

利用者の理解

を得ながら防犯

カメラを設置し、

防犯対策の向

上を図る。他の

公共施設との

バランスを考慮

し進める。  

行 政 

（芸術館）  
対策の実施 対策の実施 対策の実施 対策の実施 
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事業名 事業内容 実施主体 
令和元年度（参考） ２年度 ３年度 ４年度 

（参考） 事業目標 

公共施

設の適

正な維

持管理

を含め

た安全

点検 、

防犯対

策 、公

園 ・ 緑

地 ・ 街

路樹の

防犯対

策事業

の 推

進 、防

犯の視

点を取

りいれ

た各種

行政計

画 、施

策の推

進 

公園内での犯

罪及び事故防

止等のため、樹

木の剪定等を

実施し死角をつ

くらないように

する。 

指定管理

者（都市公

園）(財)鎌

倉市公園

協会(児童

遊園等) 

行 政 

（緑地・街

路樹）  

樹木の剪定等 樹木の剪定等 樹木の剪定等 樹木の剪定等 

防犯の

視点を

取り入

れた各

種行政

計画 、

施策の

推 進

（ 鎌 倉

市子ど

も ・ 子

育てき

ら き ら

プ ラ ン

の 推

進） 

基本目標の 1

つとして「子ども

の権利や安全

の確保」を設定

し、子どもを事

故や犯罪の被

害から守り、安

全で安心できる

まちを目指す。 

行 政 

鎌倉市子ども・子

育てきらきらプラ

ンの推進 

 

（仮称）子どもが

のびのびと自分

らしく育つまち鎌

倉条例案の制定 

鎌倉市子ども・子

育てきらきらプラ

ンの推進 

 

（仮称）子どもが

のびのびと自分

らしく育つまち鎌

倉条例案の制定 

鎌倉市子ども・子

育てきらきらプラ

ンの推進 

 

（仮称）子どもが

のびのびと自分

らしく育つまち鎌

倉条例案の制定 

鎌倉市子ども・子

育てきらきらプラ

ンの推進 

 

（仮称）子どもが

のびのびと自分

らしく育つまち鎌

倉条例案の制定 

あき地

の環境

保全事

業 

犯罪、災害等を

防止するため、

適正なあき地管

理を要請する。 

      

行 政  
要請 要請 要請 要請 
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事業名 事業内容 実施主体 
令和元年度（参考） ２年度 ３年度 ４年度 

（参考） 事業目標 

空き家

対策事

業 

犯罪・災害等を

防止するため、

適正な空き家

管理を要請す

る。 

      

行 政 

 

（新規） 要請 要請 要請 

落書き

対策事

業 

行政、関係団

体、市民が一体

となって、落書

き防止への取

組みを推進す

る。 

 

市民 、関

係団体、

行政  

実施、支援 実施、支援 実施、支援 実施、支援 

廃棄物

の不法

投棄の

防止事

業 

不法投棄の防

止を推進する。 

       

市民、 

行政  

推 進 推 進 推 進 推 進 

アダプ

ト プ ロ

グラム 

行政と市民団

体との間で覚書

を交わし、行政

が清掃用具の

支給等の支援、

市民団体が自

主的に清掃活

動を行うことに

よって、まち美

化を推進する。 

      

市民、 

行政  

推 進 推 進 推 進 推 進 

まち美

化活動

奨励金

交付 

自治町内会が、

その地域の市

道路等の散乱

ごみの収集を

行う清掃活動に

対し、奨励金を

交付し、活動を

支援。 

       

市民、 

行政  

推 奨 推 奨 推 奨 推 奨 

公共交

通事業

者との

連携 

市内の公共交

通機関等にお

ける防犯対策

等について、各

事業者と連携を

図る。 

公共交通

事業者、

行政 

事業者と行政間

の情報交換、連

携を行う。 

事業者と行政間

の情報交換、連

携を行う。 

事業者と行政間

の情報交換、連

携を行う。 

事業者と行政間

の情報交換、連

携を行う。 
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【基本的方向５】 犯罪被害者への対応 

 

◆ 犯罪被害者支援のための情報提供に努めるとともに、関係機関との連携を図ります。 

 

 

事業名 事業内容 実施主体 
令和元年度（参考） ２年度 ３年度 ４年度 

（参考） 事業目標 

犯罪被

害者支

援に関

する情

報提供 

犯罪被害者支援

に関する情報の

提供を行う。 

       

警察、 

行政等 

 

情報提供・紹介 情報提供・紹介 情報提供・紹介 情報提供・紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


